
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要（平成24年法律第２号）

Ⅰ 人事院勧告に係る給与改定
１ 俸給月額の引下げ 平均▲0.23％
※ 平成２３年４月から法施行までの較差相当分は、平成２４年６月期の期末手当で調整

２ 経過措置額を平成２６年４月に全額廃止、それを原資に昇給回復措置
（平成２４年４月、平成２５年４月は自然減少分を原資に昇給回復措置）

３ 特別職給与法及び防衛省職員給与法の適用者についても、一般職に準じて改定

Ⅱ 給与減額支給措置（措置期間：平成２４年４月～平成２６年３月末）

１ 一般職給与法適用者
（１）俸給月額

① 本省課室長相当職員以上（指定職、行(一)10～７級） ▲9.77％

② 本省課長補佐・係長相当職員（行(一)６～３級） ▲7.77％

③ 係員（行(一)２、１級） ▲4.77％
その他の俸給表適用職員については、行(一)に準じた支給減額率

（２）俸給の特別調整額（管理職手当） 一律▲１０％

（３）期末手当及び勤勉手当 一律▲9.77％

（４）委員、顧問、参与等の日当 上限額を▲9.77％

（５）地域手当等の俸給月額に連動する手当（期末・勤勉手当を除く。）の

月額は、減額後の俸給月額等の月額により算出

２ 特別職給与法適用者
（１）俸給月額等

① 内閣総理大臣 ▲３０％

② 国務大臣クラス・副大臣クラス ▲２０％

③ 大臣政務官クラス､常勤の委員長等・大公使等（②以外の者） ▲１０％

（２）期末手当
① 内閣総理大臣､国務大臣・副大臣クラス 俸給月額の支給減額率と同じ
② ①以外の者 一律▲9.77％

（３）非常勤の委員等の日当 上限額を▲9.77％

（４）秘書官 一般職給与法適用対象者に準じて措置

３ 防衛省職員給与法適用者
（１）俸給月額等 一般職の国家公務員と同様の減額措置を実施
（２）給与減額支給措置の特例について

自衛官（将・将補（一）を除く。）並びに自衛隊の部隊及び機関に勤務する事務官等に
ついては、平成２４年４月１日から６月を超えない範囲内で政令で定める期間における給
与減額支給措置の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

４ その他
地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方

公共団体において自主的かつ適切に対応

平成23年９月30日付けの人事院勧告に鑑み、給与の改定について定めるとともに、我
が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不
可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員の給与に関する
特例を定めるもの


